
「基本料金」は、水道の維持管理に充てられる費用で、水の使用の有無にかかわらず、毎月定

額の料金となります。使用した水量分は「従量料金」と言い、二つを合算したものを、水道料

金として請求されます。

注）従量料金は減額されません。
注）公共下水道使用料・漁業集落排水処理施設使⽤料は減額の対象ではありません。

水道料金のうち「基本料金」を無料とします。

本町では、物価高騰の影響を受ける町民や市内事業者の経済的負担を軽減し、その生活等を支援

するため、水道料金のうち基本料金を６カ⽉分減免します。

１．対象者は？

水道を使用している家庭及び事業所(国・府・町の施設を除く)

物価高騰対応重点支援地方交付金活⽤施策≫

令和８年９⽉  から令和９年１⽉  まで検針分 検針分令和８年９月  から令和９年１月  まで検針分 検針分

水道料金(基本料金分)の減免のお知らせ

３．基本料金ってなに？

４．いつから減額されるの？

２．どのくらい減免されるの？

お問い合わせ先

注）口座振替によるお支払いのかたは、検針⽉の翌⽉２８⽇が振替⽇となります。

 基本料金911円（税込み）×6カ⽉＝5,466円（減免）

令和８年９⽉検針分（８・９⽉使⽤分）

３回の検針で６カ月分の「基本料金」を無料とします。

令和８年１１⽉検針分（１０・１１⽉使⽤分）

令和９年１⽉検針分（１２・１⽉使⽤分）

注）納入通知書によるお支払いのかたは、検針月の翌⽉２８⽇が納入期限となります。

 無料 無料

【計算例】

※水道料金の計算方法については、⼤阪広域水道企業団の QRコード をご参照ください。

≪岬町が実施する

（水道料金に関すること）大阪広域水道企業団  泉南地域水道センター  TEL ０７２－４８２−６５５１

（物価高騰対策（事業）に関すること）岬町都市整備部下水道課　　    TEL ０７２－４９２−２０２６
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